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相続制度概論（財産の移転）

相続制度

大陸法

日本・ドイ

ツ・フランス

包括承継主義
相続開始時に移転

（相続税）

英米法

イギリス・ア

メリカ・シン

ガポール

管理清算主義

（第3者整理）

清算後移転

（資産税）



財産の移転

中世 • 制限

近世・代
• 所有権の

絶対性

現代 • 自由



旧制度（戦前）

財産

家の資産

家督制度

単独相続

家長

個人の資産 自由



現代

家督制度の廃止

全くの自由か

配偶者・子の存在

合理的

社会秩序

法律で規定



• 財産処分

•自由

個人の

意思

• 財産処分

•自由のはず・遺言

故人の

生前意思



民法・相続法の規定

• 法定相続分

• 配偶者保護が強まる傾向
故人の意思の推定

• 遺留分

• 法定相続人の保護
故人の意思の制限



相続分の決定（生前の指定は無効）

基本・遺言

（死因行為）

指定相続分

遺言なし 法定相続分

生前指定はで
きない



遺産相続は遺言の自由があるが一定の制
限がある

相続

故人の意思

遺言（書）

法定相続分

遺産分割協議

利害調整

寄与分・特別

受益

遺留分



相続財産の内訳

遺留分

遺言対象

（遺贈）

指定可能相続財産



遺言の対象事項

対象事項

財産の処分に関する事項

身分の関する事項

相続に関する事項

法律上



遺言書の内容

相続分の指定、遺産分割方法の指定、
遺贈、寄付、遺産分割の禁止（5年以
内）

認知、相続人の廃除、保険金受取人の
変更、遺言執行者・遺言執行者を指定
する人などを指定



遺言書（財産）

〇遺言書は、誰が、どの財産を、ど
の程度の割合で相続するのかを指定
するもの

〇相続させる内容を指定できるほか
にも、「相続させない・廃除」と指
定することも認められている。



遺言 財産処分の自由と制限

遺産

遺留分以外 自由

遺留分 制限



遺言書の種類

遺言書

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

3種類



遺言書の種類

証人 秘匿性 保管方法 費用 家庭裁判所
の検認

利用度

自筆証書遺言 不要 〇 本人 無料 必要 多いが、ト
ラブルにな
り易い

公正証書遺言 2人 証人が承知 原本公証人 公証人料金
（相続財産
による）＋
証人

不要 法的に確実
紛失しても
再発行可能

秘密証書遺言 2人 〇
公証人・商人
とも見ない

本人 公証人料金
＋証人

必要 実例少ない



相続の開始

相続の開始

死亡の瞬間

自然死・3要件 臓器移植・脳死

死亡宣告
死亡したと看

做されるとき

熟慮期間 3か月



相続能力 胎児

〇胎児は故人の死亡時に権利能力が認め
られる。法のフィクション

精子ではだめ（最高裁判例）。

〇母は、遺産分割協議に参加できる。

〇代襲相続もできる。



同時死亡（故人と相続人が一緒に死亡）

時間差

証明があり
死亡の前後で

異なる
相続人となる

証明できない
同時死亡と推

定

相続人となら

ない



同時死亡の推定（父子飛行機事故で死亡）
父の遺産相続人 母のみ
子の遺産相続人 配偶者と母

父 母

子 配偶者



相続の場所、費用

〇相続の場所 個人の住所
〇相続財産（積消極）遺産と同じ

（祭祀用の財産は入らない）
〇相続に関する費用
相続の管理に関する経費

（相続財産から支弁）



法定相続人

法定相続人

相続人

配偶者

血族相続人

重複相続人

孫を養子
祖父母の相続子

代襲相続

実子と養子の結

婚

配偶者

兄弟姉妹



法定相続人の取扱い

法定相続人

配偶者 常に

血族相続人 順位



配偶者別格の原則
（その他、配偶者居住権）

影響を受けない

相続人の一人の相続放棄

相続分の指定・遺言

遺贈による侵害



血族相続人

第1順位
• 子

（養子）

第2順位
• 父母

（養父母）

第3順位
• 兄弟姉妹

(義兄弟姉妹）



第1順位子・養子（代襲相続）

子 • 死亡

孫 • 死亡

曾孫 • 死亡

曾曾孫

代襲相続



第2順位 父母・養父母（直系尊属）

祖祖父母

祖父母• 死亡

父母• 死亡



第3順位 兄弟姉妹

兄弟姉妹 • 死亡

甥姪
• 代襲相続

ここ迄



法定相続（配偶者有・同順位）

法定相続分割合

第1順位

配偶者１/2

子Ⅰ/2 均等割合

第2順位

配偶者２/3

親１/3 均等割合

第3順位

配偶者３/4

兄弟姉妹１/4 均等割合

配偶者のみ 全て



法定相続（配偶者なし）

法定相続割合

第1順位 子・全て 均等割合

第2順位 親・全て 均等割合

第3順位 兄弟姉妹・全て 均等割合



法定相続・遺留分の修正制度

修正制度

特別受益
法定相続分

遺留分

寄与分 法定相続分



特別受益

〇共同相続人の中に、故人営業資金の援助などの
生計の資本として、贈与（生計の基本）・遺贈を
受けた人（特別受益者）がいる場合
共同相続人間の公平の観点から

故人の相続開始時の財産に加えて、その贈与・
遺贈された財産も相続財産に加える。
特別受益者は、加算した相続財産の相続分から

贈与・遺贈を差し引かれる



寄与分

〇共同相続人の中に、故人の財産の維持または
増加に特別に寄与した人（寄与者）がいる場合、

共同相続人間の公平の観点から

寄与者に対してその相応の額を「寄与分」とし
て与えるため相続財産から除く制度

寄与者は、除外後の相続財産相続分＋寄与分



具体的相続分
寄与分を入れ計算の仕方
〇共同相続人の協議で決める。

〇協議が整わなければ、家庭裁判所が総合的に考慮
をして決める。

〇寄与分は、相続人のみに認められる。

〇特別寄与料（親族ではあるが相続人ではない者）

〇特別縁故者（寄与分も特別寄与料も認められない
者）



計算式

受益財産 受益 相続分 受益



相続から外れる場合

ケース

相続人の意思 相続放棄

故人の意思 相続廃除

一定の自由 相続欠格



相続に係る非違行為等

相続廃棄

〇手続き 申立て、遺言（家庭
裁判所）

〇要件

相続人から虐待や侮辱行為

〇効果

相続権、遺留分、遺贈の剥奪

相対効

代襲相続権在り

相続欠格

〇当然

〇要件

被相続人の生命を侵害する行為

脅迫等で遺言書を有利行為

遺言書の破棄・隠匿・偽造

〇効果

財産権、遺留分、遺贈の剥奪



遺留分

〇遺留分とは、相続人に保障される

相続財産の一定割合

〇遺留分を有するのは、

相続人のうち、配偶者、子、両親

兄弟姉妹は除く



相続法改正で遺留分の請求は金銭的請求
に限定

〇相続法改正により、

「遺留分侵害額請求権」と呼称を改正、

その請求権の性質も金銭的請求権に限定

（改正前財産そのものを渡す、分割する方

法も可能だった。）

〇なお、１年以内に請求権を行使



遺留分（配偶者有）

遺留分

第1順位

配偶者１/4

子1/4

第2順位

配偶者1/2×２/3

親１/2×１/3

配偶者のみ ½



遺留分（配偶者なし）

遺留分
第1順位 子１/2

第2順位 親１/3



遺言で自由にできる範囲と遺留分
（兄弟姉妹にはない）





相続の効果

効果

包括承継

権利・義務

法的地位等

例外

一身専属の権利
委任関係/代理

等

祭祀の承継



一身上の権利

一身上の権利

個人的信頼基礎 委任・代理

行使が故人の意思 慰謝料

債務行為 芸術・演劇

微妙なものが多い



生命保険（死亡退職金）等

民法上 相続財産ではない

〇死亡によって発生したので、
相続人の財産ではない（受取人
が相続人とされていても同じ）

しかし、特別受益に入れるべ
きとの主張在り。

税法 みなし相続財産として扱う

〇死亡時に被相続人に帰属して
いた財産ではないものの、

死亡によって発生し、

ほとんど相続財産と変わりな

い財産ので、

みなし相続財産として課税



みなし相続財産は一定額まで非課税

〇非課税限度枠

（生命保険金）

５００万円×法定相続人の数 ＝ 生命保険金非
課税限度額

（死亡保険：死亡退職金に関しては死亡から３年
以内に確定）

５００万円×法定相続人の数 ＝ 死亡退職金非
課税限度額
なお、相続人以外が生命保険金、死亡退職金を取得する場合は非課税規定
の適用はない。



相続の承認、放棄

承認・放棄

撤回不可

包括承認

限定承認

放棄

熟慮期間３ケ月


